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Ⅰ はじめに

本学は、教養高き人としての知識、情操、態度を育成し、学校教育、社会教育、生涯学

習等の広い教育分野で地域社会に貢献できる人材の養成を行いながら、一方で今日的課題

にも積極的な取り組みを行ってきている。

本学の収入の大部分を占める運営費交付金は、法人化当初より運営の効率化を求める観

点から毎年度削減されており、財政環境は年々厳しさを増してきている。こうした中、平

成20年度においては施設整備費補助金での校舎改修が認められたこと等により、藤森学舎

１号館Ａ棟及び１号館Ｃ棟、並びに保健管理センターで大規模な改修工事が行われ、設備

の充実が図られた。また、地域社会からの期待に応える人材の養成を目指して、国立大学

と私立大学が連合方式により行う全国初の教職大学院、連合教職実践研究科を設置した。

さらに、今年度は、教員免許状更新講習の試行（予備講習：文部科学省からの受託事業）

を実施し、平成21年度以降に実施する教員免許状更新講習の円滑で効果的な実施体制の確

立に向けた取り組みを行った。本学は、次期中期目標・中期計画に向け、財政状況等の見

直し、附属学校の在り方などを検討し、課題整理を行っていく。

Ⅱ 基本情報

１．目標

京都教育大学は「教育の総合大学」として学芸についての教育研究水準の向上を図り、

教養高き人としての知識、情操、態度を養うとともに、教育専門職に必要な資質、能力を

有する人材の養成を行うことを社会的使命とする。また、時代・社会の動向を視野に入れ

つつ、教育研究活動を通じて教育に関する諸問題の解決に的確に貢献できるよう努める。

こうした大学としての理念を踏まえ、特に以下の事項について重点的に取り組む。

○社会的要請に対応した資質能力の優れた実践的指導力を有する教員の養成に努める。

○京都府・京都市教育委員会等との連携を深め、現職教員の研修に不可欠の機関として

機能することを目指すとともに、地域の小中学校等への支援活動や高大連携事業など

を積極的に推進する。

○教育大学としての特色を活かして、大学開放事業等による社会貢献活動や「大学コン

ソーシアム京都」を通じた他大学との連携協力を積極的に進めるとともに、アジア地

域を中心に国際交流活動を活発化させる。

○教育大学としての実績を踏まえつつ、教育研究の一層の充実と基盤強化を図る観点か

ら、大学の再編・統合について、検討を行う。

２．業務内容

本学は、京都における教育の総合大学として、教科指導力、個別指導力及び課外活

動指導力を大学で育てる「三大指導力」と位置づけ、それらを兼ね備えた教育の専門

家と呼ばれるにふさわしい人材の養成、並びに、中等教育以降の教育に携わる人材の

養成を行っている。

また、地域と連携し、現職にある教員に対しての再教育、研修、研究の場を設ける

など、開かれた大学として教育の力量向上に貢献する業務を行っている。
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３．沿革

明治 9年 5月 京都府師範学校授業開始・創立。

明治19年 4月 京都青年師範学校設立。

昭和24年 5月 国立学校設置法(昭和 24年法律第 150号 )により、京都師範学校、京都青

年師範学校を包括して、京都学芸大学として設立。

昭和26年 3月 京都学芸大学に包括されていた京都師範学校、京都青年師範学校が廃

止され、附属小学校・中学校及び幼稚園を設置。

昭和40年 4月 附属高等学校設置。

昭和41年 4月 国立学校設置法の一部を改正する法律 (昭和 41年法律第 48号 )により、

京都学芸大学は京都教育大学に、学芸学部は教育学部に、学芸専攻科

は教育専攻科に、それぞれ改めた。

昭和44年 4月 附属養護学校設置。

昭和49年 4月 特殊教育特別専攻科設置。

昭和63年 4月 総合科学課程設置。

平成 2年 4月 大学院教育学研究科(修士課程)設置。

平成 9年 4月 小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程、

幼稚園教員養成課程、特別教科(理科 )(美術 ･工芸 )(保健体育 )教員養成

課程、総合科学課程を、初等教育教員養成課程、中学校教員養成課程、

養護学校教員養成課程、総合科学課程に統合改組。

平成12年 4月 初等教育教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程

を学校教育教員養成課程に統合改組。

平成16年 4月 国立大学法人京都教育大学設置。

平成18年 4月 総合科学課程を学校教育教員養成課程に統合改組。

平成19年 4月 附属養護学校を附属特別支援学校に、特殊教育特別専攻科を特別支援

教育特別専攻科に改称した。

平成19年 7月 附属特別支援教育臨床実践センター設置。

平成20年 4月 大学院連合教職実践研究科設置。

４．設立根拠法

国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）
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６．組織図

国立大学法人京都教育大学

役員会 教育学部

事務局

監事 大学院教育学研究科

総務課

経営協議会 大学院連合教職実践研究科

企画広報課

教育研評議会 特別支援教育特別専攻科

会計課

学長選考会議 附属図書館

施設課

法人室 附属教育実践総合センター

企画調整室 教務課

教学支援室 附属環境教育実践センター

大学評価室 学生課

情報化推進室 附属特別支援教育臨床実践センター

入試課

各法人委員会 情報処理センター

内部監査室 保健管理センター

附属学校部

７．所在地

京都府京都市

８．資本金の状況

35,509,388,642円（全額 政府出資）

９．学生の状況

総学生数 4,360人

大学 1,771人 附属学校 2,589人

学士課程 1,498人 附属幼稚園 137人

修士課程 189人 附属京都小学校 557人

専門職学位課程 63人 附属桃山小学校 439人

特別支援教育特別専攻科 21人 附属京都中学校 383人

附属桃山中学校 408人

附属高等学校 600人

附属特別支援学校 65人



<< 4 >>

10．役員の状況

役職 氏名 任期 経歴

学長 寺田 光世 平成17年 4月 1日～ 昭和60年 4月 京都教育大学教育学部教授

昭和62年 9月 同 附属桃山中学校長

平成15年 4月 同 附属図書館長

平成17年 4月 同 学長

理事 武蔵野 實 平成17年 4月 1日～ 平成 4年 4月 京都教育大学教育学部教授

(総務・企画担当) 平成13年 4月 同 附属高等学校長

平成17年 4月 同 副学長

理事 丹後 弘司 平成17年 4月 1日～ 平成 3年 4月 京都教育大学教育学部教授

（教務・学生指導担当） 平成 6年 4月 同 附属京都小学校長

平成17年 4月 同 副学長

理事 下林 正実 平成20年 1月 1日～ 昭和47年 3月 豊田工業高等専門学校 採用

（労務・財務担当） 平成13年 4月 文部科学省大臣官房会計課

総括予算班主査

平成14年 8月 文部科学省大臣官房会計課

国立学校特別会計第一予算班主査

平成15年 4月 岐阜大学経理部長

平成16年 4月 岐阜大学財務部長

平成16年 10月 文部科学省大臣官房会計課

課長補佐

平成17年 4月 文部科学省大臣官房会計課

予算企画調整官

平成18年 9月 独立行政法人国立大学財務・経営

センター総務部長

平成20年 1月 国立大学法人京都教育大学理事

監 事 松枝 尚哉 平成17年 9月 1日～ 平成元年 4月 松枝法律事務所 開設

監 事 金剛 育子 平成20年 4月 1日～ 平成 7年 6月 財団法人金剛能楽堂財団評議員

11．教職員の状況

教員 582人（うち常勤292人、非常勤290人）

職員 162人（うち常勤 84人、非常勤 78人）

常勤教職員の状況 常勤教職員は前年度比で5人（ 1.35%）増加しており、平均年齢は45

歳（前年度45歳）となっている。このうち、国立大学法人からの出向

者は3人である。
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Ⅲ 財務諸表の概要

財務諸表の概要は下記の通りである。

（勘定科目については、別紙「財務諸表の科目」参照）

1．貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

固定資産 36,827 固定負債 1,346

有形固定資産 36,757 資産見返負債 1,294

土地 28,262 センター債務負担金 －

減損損失累計額 － 長期借入金等 －

建物 8,816 引当金 －

減価償却累計額等 △2,493 退職給付引当金 －

構築物 1,629 その他の引当金 －

減価償却累計額等 △666 その他の固定負債 52

工具器具備品 594 流動負債 1,466

減価償却累計額等 △377 運営費交付金債務 263

その他の有形固定資産 993 その他の流動負債 1,203

その他の固定資産 69 負債合計 2,813

純資産の部 金額

資本金 35,509

流動資産 1,712 政府出資金 35,509

現金及び預金 1,657 資本剰余金 △204

その他の流動資産 55 資本剰余金 3,002

損益外減価償却累計額等 △3,206

利益剰余金 421

その他の純資産 －

純資産合計 35,726

資産合計 38,539 負債純資産合計 38,539
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2．損益計算書

（単位：百万円）

金額

経常費用（A） 5,292

業務費 5,130

教育経費 666

研究経費 210

診療経費 －

教育研究支援経費 120

人件費 4,115

その他 19

一般管理費 157

財務費用 4

雑損 1

経常収益(B) 5,465

運営費交付金収益 3,977

学生納付金収益 1,128

附属病院収益 －

寄附金収益 124

施設費収益 105

補助金等収益 26

その他の収益 105

臨時損益(C) △ 76

目的積立金取崩額(D) 15

当期総利益（当期総損失）（B-A+C+D） 112
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3．キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

金額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A) △ 33

（内訳）

人件費支出 △4,121

その他の業務支出 △1,178

運営費交付金収入 3,944

学生納付金収入 1,129

附属病院収入 －

その他の業務収入 193

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 735

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △ 92

Ⅳ 資金に係る換算差額(D) －

Ⅴ 資金増加額（又は減少額）（E=A+B+C+D） △ 860

Ⅵ 資金期首残高(F) 2,297

Ⅶ 資金期末残高（G=F+E） 1,437
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4．国立大学法人等業務実施コスト計算書

（単位：百万円）

金額

Ⅰ 業務費用 4,036

損益計算書上の費用 5,368

（控除）自己収入等 △1,332

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）

Ⅱ 損益外減価償却相当額 539

Ⅲ 損益外減損損失相当額 0

Ⅳ 引当外賞与増加見積額 3

Ⅴ 引当外退職給付増加見積額 44

Ⅵ 機会費用 486

Ⅶ （控除）国庫納付額 -

Ⅷ 国立大学法人等業務実施コスト 5,109
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5．財務情報

(1) 財務諸表の概況

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）

ア．貸借対照表関係

（資産合計）

平成 20年度末現在の資産合計は前年度比 680百万円（ 1.7%）（以下、特に断らない

限り前年度比・合計）減の38,539百万円となっている。

主な増加要因として、建物勘定が、施設整備費補助金による機能改修工事の実施

に伴い、457百万円（5.5%）増の8,816百万円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、建物の減価償却により、建物減価償却累計額が△

354百万円（ 16.6%）増の△ 2,493百万円となったこと、機能改修工事の早期竣工に

よる支払の年度内実施により、現金及び預金（長期性預金を含む）が 680百万円（ 2

9.0%）減の 1,667百万円となったことが挙げられる。

（負債合計）

平成 20年度末現在の負債合計は 743百万円（ 20.9%）減の 2,813百万円となってい

る。主な増加要因としては、建設仮勘定見返施設費が、建設仮勘定の増に伴い、12

百万円増の12百万円が挙げられる。

また、主な減少要因としては、期末未払金が、機能改修工事の早期竣工による支

払の年度内実施により、 673百万円（ 43.0%）減の 892百万円となったこと、運営費

交付金債務が、退職者の増加等により、 37百万円（ 12.2%）減の 263百万円となった

ことが挙げられる。

（純資産合計）

平成 20年度末現在の純資産合計は 64百万円（ 0.2%）増の 35,726百万円となってい

る。主な増加要因としては、資本剰余金のうち、施設整備費補助金等により取得し

た資産に相当する額が 508百万円（ 19.9%）増の 3,057百万円となったことが挙げら

れる。

また、主な減少要因としては、資本剰余金のうち、損益外減価償却等の見合いに

相当する額が△423百万円（15.2%）増の△3,206百万円となったことが挙げられる。

イ．損益計算書関係

（経常費用）

平成 20年度の経常費用は 146百万円（ 2.7%）減の 5,292百万円となっている。主な

増加 要因としては、職員人件費が 14百万円（ 1.8%）増の 801百万円となったことが

挙げられる。

また、主な減少要因としては、教育経費が 86百万円（ 11.4%）減の 666百万円とな

ったこと、教員人件費が、退職教員の減により、 86百万円（ 2.6%）減の 3,244百万

円となったことが挙げられる。

（経常収益）

平成 20年度の経常収益は 158百万円（ 2.8%）減の 5,465百万円となっている。主な

増加 要因として は、運営費 交付金収益が 、執行額の 増により、 9百万円（ 0.2%）増

の 3,977百万円となったこと、財務収益が、 4百万円（ 1522.9%）増の 4百万円となっ

たことが挙げられる。
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また、主な減少要因としては、施設費収益が、耐震改修工事の実施に伴う費用の

増に見合う額が前期よりも少額だったため、 130百万円（ 55.2%）減の 105百万円と

なったこと、補助金等収益が、大学改革推進等補助金の受入減により、16百万円（3

8.6%）減の 26百万円となったことが挙げられる。

（当期総損益）

上記経常損益の状況、及び臨時損失として固定資産除却損 77百万円、目的積立金

を使用したことによる目的積立金取崩額 15百万円を計上した結果、平成 20年度の当

期総利益は9百万円（8.8%）増の 112百万円となっている。

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成 20年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 204百万円（ 118.9%）減の△ 3

3百万円となっている。

主な増加要因としては、その他の業務支出が 64百万円（ 22.4%）減の△ 221百万円

となったことが挙げられる。

主 な減 少 要因 とし て は、 原 材料 、 商品 又 はサ ー ビス の 購入 に よる 支 出が 216百万

円（29.2%）減の 957百万円となったことが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成 20年度の投資 活動による キャッシュ・フローは 1,271百万円（ 237.4%）減の

△735百万円となっている。

主な増加 要因として は、利息及 び配当金の受 取額が 3百万円（ 1195.0%）増の 3百

万円となったことが挙げられる。

主な減少要因としては、施設費による収入が 1,131百万円（ 64.4%）減の 626百万

円となったことが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成 20年度の財務 活動による キャッシュ・ フローは 6百万円 （ 7.6%）減の△ 92百

万円となっている。

主な減少要因としては、リース債務の返済による支出が 7百万円（ 9.2%）増の△ 8

9百万円となったことが挙げられる。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

平成 20年度の国立 大学法人等 業務実施コストは、 11百万円（ 0.2%）減の 5,109百

万円となっている。

主な増加 要因として は、損益外 減価償却等相 当額が 29百万円（ 5.7%）増の 539百

万円 となったこと、機会費用が 26百万円（ 5.6%）増の 486百万円となったことが挙

げられる。

主な減少要因としては、業務費が 164百万円（ 3.1%）減の 5,130百万円となったこ

と、財務収益が4百万円（1522.9%）増の 4百万円となったことが挙げられる。
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(表 ) 主要財務データの経年表 （単位：百万円）

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 備考

資産合計 36,956 36,869 37,527 39,218 38,539

負債合計 1,942 2,177 2,936 3,556 2,813 注 1

純資産合計 35,014 34,692 34,591 35,662 35,726

経常費用 5,150 5,080 5,135 5,438 5,292

経常収益 5,310 5,220 5,298 5,624 5,465

臨時損失 264 44 73 134 76 注 2

臨時利益 261 3 － 0 0

目的積立金取崩額 － － － 51 15

当期総損益 157 99 90 103 112

業務活動によるキャッシュ・フロー 843 237 513 172 △ 33 注 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 49 △ 98 369 535 △ 735 注 4

財務活動によるキャッシュ・フロー △86 △ 81 △ 70 △ 86 △ 92 注 5

資金期末残高 806 864 1,676 2,297 1,437

国立大学法人等業務実施コスト 5,456 5,492 5,632 5,120 5,109

（内訳）

業務費用 3,914 3,831 3,905 4,224 4,036

うち損益計算書上の費用 5,165 5,123 5,208 5,572 5,368

うち自己収入 △1,251 △ 1,292 △ 1,303 △ 1,348 △ 1,332

損益外減価償却相当額 802 795 720 510 539

損益外減損損失相当額 － － 0 2 0

引当外賞与増加見積額 － － － △6 3

引当外退職給付増加見積額 269 231 422 △ 70 44 注 6

機会費用 471 635 585 460 486 注 7

（控除）国庫納付額 － － － 0 －

注記（対前年度比で大幅な増減がある項目について、その主な理由）

注1．未払金の減

注2．固定資産除却損の減

注3．原材料、商品又はサービスの購入による支出の増。

注4．施設費による収入の減及び固定資産取得支出の減。

注5．ファイナンス・リース資産の債務返済の増。

注6．当期退職者の減による増。

注7．政府出資等の機会費用の算定に用いる新発10年国債の利率の変動による増。
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② セグメント情報の分析

本学は、平成 20年度より「大学」「附属学校」「法人共通」の 3セグメントに区分して

セグメント情報を開示することとした。

附属学校セグメントは、入学料及び授業料が無償である小学校及び中学校を包含する

ため171百万円の経常損失となった。法人共通セグメントは管理部門であるため、137百

万円の経常損失となった。大学セグメントでは 481百万円の経常利益があった。附属学

校及び法人共通の両セグメントの運営財源として大学セグメントの学生納付金収益も一

部充てられている計算となる。

（表）セグメント情報 （単位：百万円）

区分 20年度

大学 附属学校 法人共通 計

経常費用

業務費

教育経費 399 268 - 666

研究経費 209 1 - 210

教育研究支援経費 120 - - 120

人件費 1,849 1,832 434 4,115

その他 16 3 - 19

一般管理費 - - 157 157

財務費用 - - 4 4

雑損 - - 1 1

小計 2,593 2,104 595 5,292

経常収益

運営費交付金収益 1,856 1,701 420 3,977

学生納付金収益 1,028 100 - 1,128

受託研究等収益 0 - - 0

受託事業等収益 16 3 - 19

補助金等収益 26 - - 26

寄附金収益 11 113 - 124

施設費収益 105 - - 105

資産見返負債戻入 18 15 6 39

財務収益 - - 4 4

雑益 14 1 28 43

小計 3,074 1,933 458 5,465

経常損益 481 △ 171 △ 137 174

土地 12,357 14,175 1,731 28,262

建物 2,776 3,121 426 6,323

構築物 293 366 304 962

その他の固定資産 1,114 46 110 1,269

流動資産 36 65 1,621 1,722

帰属資産 16,576 17,772 4,190 38,539
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③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等

当期総利益 112,260,054円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究

の質の向上に充てるため、 112,260,054円を目的積立金として申請している。平成 20年

度においては、教育研究振興・組織運営改善の目的に充てるため、70,564,200円を使用

した。

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

新設については該当なし。藤森学舎１号館Ａ棟、Ｃ棟、保健管理センター等について

改修工事に伴う校舎等の補強を行いました。（当事業年度増加額488百万円）

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充

該当なし。

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

該当なし。

④ 当事業年度において担保に供した施設等

該当なし。

(3) 予算・決算の概況

以下の表は、本学の運営状況について国の会計に準じて表示したものである。

（単位：百万円）

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

収入 5,286 5,402 5,476 5,663 5,970 6,060 7,049 7,099 5,952 5,976

運営費交付金収入 4,103 4,103 3.838 3,838 4.129 4,129 3,922 3,922 3,944 3,944

補助金等収入 25 148 428 501 621 647 1,789 1,801 641 654

学生納付金収入 1,066 1,023 1,111 1,132 1,105 1,127 1,104 1,131 1,104 1,126

附属病院収入 － － － － － － － － － －

その他収入 92 128 99 192 115 157 157 175 152 182

目的積立金取崩 － － － － － － 77 70 110 71

支出 5,286 5,286 5,476 5,477 5,970 5,724 7,049 7,047 5,952 5,903

教育研究経費 4,404 4,184 4,245 4,043 4,336 4,145 4,367 4,371 4,318 4,341

診療経費 － － － － － － － － － －

一般管理費 790 854 729 808 922 774 769 725 877 767

その他支出 92 248 502 626 712 805 1,913 1,951 756 795

収入－支出 0 116 0 186 0 336 0 52 0 74
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Ⅳ 事業の実施状況

(1) 財源構造の概略等

本学の経常収益は5,465百万円で、その内訳は、運営費交付金収益3,977百万円（72.8

%（対経常収益比、以下同じ。））、授業料収益 945百万円（ 17.3%）、入学金収益 148百万

円（2.7%）、その他396百万円（7.2%）となっている。

昨年度は施設整備費補助金 1,737百万円の交付を受けて大規模な校舎改修を行う等に

より、特徴的な財政構造を示すこととなったが、今期は施設整備費補助金は 601百万円

にとどまっていて、より平年に近い財源構造となっている。

(2) 財務データ等と関連付けた事業説明

本学は、詳細なセグメントに係る財務情報を開示する目的から、平成20年度より、大

学、附属学校、法人共通の3セグメントに区分して開示することとなった。事業説明は、

3セグメントのうち、事業実施部門である大学及び附属学校に分けて行う。

ア．大学部門

大学部門は、事務局、教育学部、大学院教育学研究科、大学院連合教職実践研究科、

特別支援教育特別専攻科、附属図書館及び各センター（ 3頁参照：組織図）により構成

されており、その目的は、学芸についての深い研究と指導をなし，教養高き人としての

知識，情操，態度を養い，併せて教育者として必要な能力を得させることである。

平成20年度における年度計画に定めた特別事業として、校舎改修工事の実施、特別支

援教育臨床実践センターと附属特別支援学校との特別支援教育に関する連携・協力、並

びに連合教職大学院の設置に関連した事業が挙げられ、教育研究活動の基盤整備や地域

社会の需要に応えるための組織改革及び設備の整備に積極的に取り組んだ。

なお、各特別事業に関連する損益は以下のとおりである。

○校舎等改修工事

教育経費10百万円、研究経費9百万円、一般管理費21百万円、臨時損失65百万円

施設費収益105百万円

○特別支援教育臨床実践センター事業（附属学校部門分も含む）

教育経費3百万円、研究経費10百万円、教員人件費9百万円

運営費交付金収益22百万円

○連合教職大学院事業

教育経費6百万円、研究経費39百万円

運営費交付金収益45百万円

イ．附属学校部門

附属学校部門は、7つの附属学校と附属学校事務部（3頁参照：組織図及び学生の状況）

により構成されており、その目的は、児童、生徒又は幼児に対して、学校教育法に定め

るところにより、教育又は保育を行うとともに、本学における児童、生徒及び幼児の教

育又は保育に関する研究に協力し、本学の計画に従い、学生の教育実習の実施に当たる

ことである。

平成20年度における特別事業として、特別支援教育臨床実践センターを活用した事業

を実施し、附属特別支援学校をはじめとする各附属学校が、特別支援教育コーディネー

ターを介して、特別支援教育に関する連携・協力を行った。
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附属京都小学校・附属京都中学校では、小中一貫（９年制義務教育学校）の研究開発

（文部科学省の委託事業）の一環として、小学校高学年の教室を中学校内に移動させ、

カリキュラム及び校務分掌の実務的なあり方を検討し、より一層の融合を進めた。

附属幼稚園・附属桃山小学校・附属桃山中学校では、「附属桃山地区進学校園構想」

のもと、本学学長裁量プロジェクト経費による研究プロジェクトにより、幼稚園小学校

中学校を通して子どもの成長を支援する教育のあり方を追求し、カリキュラムの一環か

に向けた授業研究を進めた。

附属高等学校では、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）指定

校として、大学と連携し、全教科で授業研究に取り組んだ。

(3) 課題と対処方針等

本学は、運営費交付金の縮減に対応するため、経常的な経費の節減に努めるとともに、

受託研究、受託事業などの外部資金の獲得に努めた。経費の節減については、業務費の

中で大きな割合を占める人件費の抑制を目指し、新規採用の抑制及び後任補充者の採用

時期調整などを実施し、その結果、退職手当を除く常勤教職員人件費については、27百

万円（0.8%）減の 3,409百万円となった。

また、外部資金の獲得については、受託事業について、当初予算比9百万円（ 99.8%）

増の 19百万円となり、昨年度に引き続き予定を大幅に超える状況であった。寄附金につ

いては、当初予算比13百万円（ 12.0%）増の 118百万円となった。一方、科学研究費補助

金間接経費収入については、昨年度比変わらずの12百万円となった。

今後は、業務内容や組織体制の見直し等と連動した、さらなる人件費の抑制及び、管

理的物件費の削減に努めるとともに、外部資金、特に科学研究費補助金と寄附金につい

て、教員の外部資金獲得に対する支援を重点的に行う。

また、施設・設備の整備については、引き続き緊急課題である藤森学舎の校舎改修工

事を継続して行い、安全性の確保に努める。
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Ⅴ その他事業に関する事項

1．予算、収支計画及び資金計画

(1) 予算 決算報告書参照

(2) 収支計画 年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照

(3) 資金計画 年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照

2．短期借入れの概要

該当なし。

3．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

(1)運営費交付金債務の増減額の明細（単位：百万円）

当期振替額

交付金

交付年度 期首残高 当期交付額 運営費交 資産見返 資本 小計 期末残高

付金収益 運営費交付金 剰余金

19年度 299 － 292 － － 292 8

20年度 － 3,944 3,685 4 － 3,689 255

(2)運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成19年度交付分（単位：百万円）

区 分 金額 内 訳

業務達成基準による 3 ①費 用進 行基 準 を採 用し た事 業等 ：特別支援教 育臨床実践セン

振替額 ター事業

②当該業務に係る損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

人件費： 3

ｲ)自己収入に係る収益計上額：０

ｳ)固定資産の取得額：０

③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務3百万円を収益化。

期間進行基準による － 該当なし

振替額

費用進行 運営費 289 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当

基準によ 交付金収益 ②当該業務に係る損益等

る振替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

資産見返 － (教員人件費：194、職員人件費：95)

運営費交付金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

ｳ)固定資産の取得額：0

資本剰余金 － ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業 務 進 行 に 伴 い 支 出 し た 運 営 費 交 付 金 債 務 289百 万 円 を 収 益

計 289 化。

国立大学法人会計基準第 － 該当なし

77第 3項による振替額

合計 292
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②平成20年度交付分（単位：百万円）

区 分 金額 内 訳

業務達成 運営費 75 ①業 務達 成基 準 を採 用し た事 業等 ：特別支援教 育臨床実践セン

基準によ 交付金収益 ター 事業 、国 費 留学 生支 援事 業、 再チャレンジ 支援事業（授業

る振替額 料減免相当分）

資産見返 4 ②当該業務に係る損益等

運営費交付金 ア）損益計算書に計上した費用の額：

(教育経費：18、研究経費：51、教員人件費：6)

資本剰余金 － イ）自己収入に係る収益計上額：0

ウ）固定資産の取得額：4

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 79 特 別支 援教 育 臨床 実践 セン ター 事業について は、計画に対す

る達成率が１００ %であったため、当該業務に係る運営費交付金

債務を全額収益化。

国 費留 学生 支 援事 業に つい ては 、予定した在 籍者数に満たな

かったため、当該未達分を除いた額12万円を収益化。

再 チャ レン ジ 支援 事業 につ いて は、授業料減 免相当額に応じ

て５百万円を収益化。

期間進行 運営費 3,491 ①費 用進 行基 準 を採 用し た事 業等 ：業務達成基 準及び費用進行

基準によ 交付金収益 基準を採用した業務以外の全ての業務

る振替額 ②当該業務に係る損益等

資産見返 － ア）損益計算書に計上した費用の額：

運営費交付金 (教員人件費：2,816、その他の経費：675)

イ）自己収入に係る収益計上額：-

資本剰余金 － ウ）固定資産の取得額：-

③運営費交付金収益化額の積算根拠

学生収容定員が一定 数（ 110%）を満 たしていたため、期間進

計 3,491 行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。

費用進行 運営費 120 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、その他

基準によ 交付金収益 ②当該業務に係る損益等

る振替額 ア）損益計算書に計上した費用の額：

資産見返 － (教員人件費：63、教育経費：34、研究経費：21、その他：1)

運営費交付金 イ）自己収入に係る収益計上額：-

ウ）固定資産の取得額：-

資本剰余金 － ③運営費交付金収益化額の積算根拠

業 務 進 行 に 伴 い 支 出 し た 運 営 費 交 付 金 債 務 120百 万 円 を 収 益

計 120 化。

国立大学法人会計基準第 － 該当なし

77第 3項による振替額

合計 3,689
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(3)運営費交付金債務残高の明細

①平成19年度交付分（単位：百万円）

運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

業務達成基準を採用した 8 国費留学生経費

業務に係る分 ・国 費留 学生 経 費に つい て、 学部 留学生（正規 生）区分におけ

る在 籍者 が予 定 数に 達し なか った ため、その未 達分を債務とし

て繰越したもの（9千円）。

・当 該債 務は 、 翌事 業年 度に おい て使用の方途 がないため、中

期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

再チャレンジ支援事業（授業料減免相当分）

・減 免対 象者 が 予定 数に 達し なか ったため、そ の未達分を債務

として繰越したもの（7,503千円）。

・当 該業 務に つ いて は、 翌事 業年 度において計 画どおりの成果

を達 成で きる 見 込み であ り、 当該 債務は、翌事 業年度で収益化

する予定である。

期間進行基準を採用した

業務に係る分 － 該当なし

費用進行基準を採用した

業務に係る分 － 該当なし

計 8

②平成20年度交付分（単位：百万円）

運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

業務達成基準を採用した 12 国費留学生経費

業務に係る分 ・国 費留 学生 経 費に つい て、 学部 留学生（正規 生）区分におけ

る在 籍者 が予 定 数に 達し なか った ため、その未 達分を債務とし

て繰越したもの（370千円）。

・当 該債 務は 、 翌事 業年 度に おい て使用の方途 がないため、中

期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

再チャレンジ支援事業（授業料減免相当分）

・減 免対 象者 が 予定 数に 達し なか ったため、そ の未達分を債務

として繰越したもの（12,190千円）。

・当 該業 務に つ いて は、 翌事 業年 度において計 画どおりの成果

を達 成で きる 見 込み であ り、 当該 債務は、翌事 業年度で収益化

する予定である。

期間進行基準を採用した

業務に係る分 － 該当なし

費用進行基準を採用した 退職手当

業務に係る分 243 ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

計 255



<< 19 >>

（別紙）

■財務諸表の科目

1．貸借対照表

有 形 固 定 資 産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。

減 損 損 失 累 計 額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に

比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、

当該固定資産の価額を回収可能サービス価額まで減少させる会計

処理）により資産の価額を減少させた累計額。

減 価 償 却 累 計 額 等：減価償却累計額及び減損損失累計額。

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。

そ の 他 の 固 定 資 産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投資有価証券等）

が該当。

現 金 及 び 預 金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座

預金及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計

額。

そ の 他 の 流 動 資 産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。

資 産 見 返 負 債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の

貸借対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債

に振り替える。計上された資産見返負債については、当該償却資

産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見

返戻入（収益科目）に振り替える。

セ ン タ ー 債 務 負 担 金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営センタ

ーが承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負

担することとされた相当額。

長 期 借 入 金 等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

PFI債務、長期リース債務等が該当。

引 当 金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計

上するもの。退職給付引当金等が該当。

運 営 費 交 付 金 債 務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政 府 出 資 金：国からの出資相当額。

資 本 剰 余 金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等 )等の相当

額。

利 益 剰 余 金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

繰 越 欠 損 金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。

2．損益計算書

業 務 費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教 育 経 費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した

経費。

研 究 経 費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。
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診 療 経 費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要

した経費。

教 育 研 究 支 援 経 費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている

施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営

に要する経費

人 件 費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の

経費。

一 般 管 理 費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。

財 務 費 用：支払利息等。

運 営 費 交 付 金 収 益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学 生 納 付 金 収 益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

そ の 他 の 収 益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。

臨 時 損 益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。

目 的 積 立 金 取 崩 額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）

のうち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額の

ことであるが、それから取り崩しを行った額。

3．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材 料、商品 又はサービスの購入による支出、人件費支出

及び運営費交付金収入等の、 国立大学法人等の通常の業務

の実施に係る資金の収支状況を表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定 資産や有 価証券の取得・売却等による収入・支出等の

将来に向けた運営基盤の確立 のために行われる投資活動に

係る資金の収支状況を表す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減 資による 資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借

入れ・返済による収入・支出 等、資金の調達及び返済等に

係る資金の収支状況を表す。

資 金 に 係 る 換 算 差 額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

4．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国 立大学 法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財源

により負担すべきコスト。

損 益 計 算 書 上 の 費 用：国立 大学法人 等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。

損 益 外 減 価 償 却 相 当 額：講堂 や実験棟 等、当該施設の使用により一般に収益の獲得

が予定されない資産の減価償却費相当額。

損 益 外 減 損 損 失 相 当 額：国立 大学法人 等が中期計画等で想定した業務を行ったにも

かかわらず生じた減損損失相当額。

引 当 外 賞 与 増 加 見 積 額：支払 財源が運 営費交付金であることが明らかと認められる

場合の賞与引当金相当額の増 加見積相当額。前事業年度と

の差額として計上（当事業年 度における引当外賞与引当金
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見積額の総額は、貸借対照表に注記）。

引 当 外 退 職 給 付 増 加 見 積 額：財源 措置が運 営費交付金により行われることが明らかと認

められる場合の退職給付引当 金増加見積額。前事業年度と

の差額として計上（当事業年 度における引当外退職給付引

当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。

機 会 費 用：国又 は地方公 共団体の財産を無償又は減額された使用料に

より賃貸した場合の本来負担すべき金額等。


